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こ

と

に

し

た
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一

談

抄

に

四

十
束
、
水
手
に
二
十
東
を
袈
L
、
而
し
て

ミ

ウ
ン
Z
イ

璽

英

傑

一
銭
抄

一
人
・水
手
四
人
を
以
て
米
五
十
石
を

泊
速
す

一
外
主
笑
。

一
司
令
脱
定
で
あ
っ
た
。

χ羽
目
印
か
ら
近
江
同
闘
聞
旅
ま

一

ウ
ン
ギ
ヨ
ウ

雲
莞

l
hm
イ
ザ
ン
ウ
ン
ギ
ヨ
ウ

一
で
は
陸
路
で
、
駄
臼
を
米
一
斗
六
升
と
し
、
田園球
か

務
山
出
発
。

一
ら
大
仰
に
拙
迦
す
る
に
は
、

結
白
石
則
二
升
、
挟
抄

ウ
ン
コ

9
ジ

雲
谷
寺

臥

4km総
持
寺
の
椛
凶

一
六
斗
、
水
子
四
斗
と
し
、
大
詰
か
ら
一
一尽
に
京
る
駄
賃

妙
一
仙
臨
に
印
刷
し
て
m
H
た
も
の
で
、
見
氷
四
年
仙
川
鉱
山

一
は
米
八
升
で
あ
っ
た
。
こ
与
に
一
駄
と
い
ふ
も
の
は

の
創
建
で
あ
っ
た
が
、
今
は
仔
せ
ぬ
。

一
米
三
伎
で
、

一
依
は
各
五
斗
を
容
れ
る
。
能
資
凶
よ

ウ
ン
ザ
ン
リ
ヨ
ウ
セ
イ

雲
山
一一足
録

石
川
榔
大

一
'り
す
れ
ば
、
加
応
部
か
ら
殺
到
諒
に
京
る
鮒
貨
を
石

采
寺
十
七
代
の
住
持
。
訴
室
呑
縫
の
法
制
E
、
初
め

士
別
二
烈
六
犯
、
技
抄
七
」l
束
、
水
子
三
イ
東
と
し
、

海
住
吉
u

に
住
み
、
後
に
大
采
寺
を
首
し
た
。
元
利
克

て
自
除
は
先
に
言
っ
た
泊
り
で
あ
る
o
ま
た
最
初
か
ら

年
九
且
二
十
六
日
寂
。

一一
臨
時
に
よ
る
と
す
れ
ば
、
駄
加
の
功
飽
、
加
賀
は
こ

ウ
ン
ジ
ヨ
ウ
ギ
ン

運
上
銭

前
山
刺
日
時
代
に

で
十
四
京
で
、
能
管
は
七
」
l
八
束
で
あ
る
と
す
る
が
、

は
鋭
鮒
座
・銭
盛
・一段
腐
躍
の
三
座
が
あ
っ
て
、
こ
の

一
加
引
の
功
奴
は
明
ら
か
に
主
投
摂
式
の
部
訟
で
あ
ら

三
座
の
役
鋭
を
の
み
出
土
鋭
と

m
L、
納
戸
時
中
行
に

で
ヲ
。
何
と
な
れ
ば
、
陸
路
の
行
程
加
誌
は
上
十
二
日
、

上
納
し
た
。
之
に
針
し
て
自
俄
の
駐
を
役
仰
と
桝

一
能
匂
は
上
十
八
日
で
あ
る
か
ら
、
前
辿
の
功
賃
は
、

し
、
諸
方
御
土
HM
へ
上
納
す
る
例
で
あ
っ
た
。
後
代

一
AAY
く
制
雌
と
の
均
衡
を
失
ふ
の
で
あ
る
。
侃
や
結
前

で
は
そ
れ
と
巡
ふ
。
l
シ
ョ
ウ
ギ
ヨ
ウ

防
議
。

一
の
行
税
上
七
日
で
、
陸
路
の
辺
貨
駄
別品
川
四
東
と
記

ウ
ン
ジ
ヨ
ウ
ジ
マ

運
上
島

石

川
端
山
岳
郷
に

一
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
加
賀
が
そ
れ
と
悶
一
で
あ

臨
し
、
訴
凶
新
と
H
ハ
に
泌
K
ぬ
と
惣
糾
し
た
が
、
そ

一
司令
ベ
き
川
世
間
が
な
い。

の
地
能
誕
地
出
合
ぬ
と
入
曾
に
な
っ
て
日
た
か
ら
、

一

ウ
ン
タ
ヲ
シ
ョ
ウ
コ
ウ

雲
港
詔
興

問
制
宗
の

明
治
什
凶
年
凡
ベ
て
14
を
石
川
淵
の
地
飢
に
印
刷
せ
し

一
例
。
能
哉
の
在
。

m脱
出
麟
に
宗
制
等
に
従
ひ
、
詮

め
、
新
た
に
出
合
ぬ
と
呼
ぶ
こ
と
に
な
っ
た
。

一
に
総
符
寺
に
出
世
し
、阿
鰐
郷
に
阪
徳
寺
を
建
て
た
。

ウ
ン
シ
ョ
ウ
ド
ウ
モ
ン

雲
生
洞
門

金
持
天
徳

一
郎
永
前
後
の
人
。

院
二
十
二
代
の
住
持
。
安
政
四
年
三
UAサ
七
日
一
二
次

一

ウ
ン
ダ
メ
シ

運
試

珠
洲
捕
片
側宿
の
釆
給
制
刑
者

間
凶
に
川
聞
し
て

m
mを
命
ぜ
ら
れ
、
間
凶
作
小
正
月
」
!
一
は
、
も
と
允
H
-の
早
朝
に
附
を
衝
い
て
必
中
に
飛
込

一一
日
一
示
寂
し
た
。

一
み
、
身
体
を
初
め
て
跡
祉
に
拳
詣
し
た
。
之
を
辺
試

ウ
ン
ソ
ウ
コ
ウ
チ
ン

運
漕
功
賃
叫
止
符
の
凶
郡

一
し
と
い
ひ
、
身
体
に
削
似
を
栄
け
な
い
の
を
抱
年
災

闘
の
刷
物
を
京
都
に
泌
治
す
る
に
日
っ
て
挺
す
る
功

一
厄
を
必
る
L
徴
と
し
た
の
で
あ
る
。

貨
は
、
之
を
市
検
出
町
式
な
る
諸
凶
泌
州
出
純
物
功
貨
の

一

ウ
ン
チ
ョ
ウ

雲
媒

伊
勢
の
俳
例
。

初
蹴
安
祭

僚
に
よ
っ
て
窺
ひ
知
ら
れ
る
。

今
若
し
加
賀
凶
か
ら

一
拐
容
波
、
引
人
引
制
且
陀
・鎚仙世間問
。
箆
延
二
年
越
前
か
ら

裕
絡
を
取
る
こ
と
与
す
れ
ば
、
同
祭
渋
か
ら
越
前
説

一
加
到
・
能
慨
を
経
て
越
中
に

人
h

り、

判
び

金
保
に
来

賀
知
に
い
京
る
ま
で
の
叫
即
日
を
、石
川
に
稲
七
犯
と
し
、
一
て
=
一且
十
八
日
間
側
寺
に
執
行
せ
る
乙
問
の
十
三
回

思
也
管
み
、
次
い
で
越
申
に
去
っ
た
。
そ
の
記
行
を

百
合
野
集
と
い
ふ
。
附
に
宝
探
を
希
図
門
下
に
列
す

る
が
、
和
凶
の
到
佐
川
の
編
し
た
系
闘
に
は
そ
の
名

が
な
い
。
後
主
蝶
三
た
び
金
仰
に
来
h
、
法
防
寺
十

四
代
明
器
に
附
取
し
、
貸
出
六
年
四
且
十

一
日
寂
、

同
寺
に
界
ら
れ
た
。
法
誌
鎚
践
庖
幽
楼
玄
心
比
氏
。

ウ
ン
ポ

雲
南
!
?
エ
キ
ド
ウ
ウ
y
ポ

翁

堂
m
t

ー
ヶ
ッ
ガ

イ
ウ

ソ
エ
イ

甫
。

ウ
ン
モ
ン
ケ
ン

雲
門
軒

金
様
相
即
位
寺
の
培
問
。

問
寺
三
代
寂
室
の
附
基
で
あ
っ
た
が
、
久
し
〈
師
脱
俗

し
て
民
た
の
で
、
十

一
代
玉
凶
の
時
正
保
二
年
再
興

し
た
。
今
は

X
存
せ
ぬ
。

ウ
ン
リ
ュ
ウ
サ
ン

雲
飯
山

石
川
制
河
内
庄
苦

野
十
景
の
一
。
或
は
窓
疏
山
と
も
九
十
九
谷
と
も
い

ふ
。
又
山
紋
綾
多
〈
し
て
瓜
に
似
る
紋
瓜
生
山
で
あ

る
と
も
、
文
附
の
降
る
時
そ
の
緩
か
ら
流
れ
る
放
雨

椛
山
で
あ
る
と
も
い
ふ
。
耐
さ
五
九
七
米
。
山
惚
石

英
粗
而
岩
。

ウ
ン
リ
L

ウ
ジ

雲
龍
寺

金
樗
八
坂
に
在
っ
て
、

山田
洞
宗
に
回
す
る
。
寺
紀
に
、
長
級
三
年
赤
松
政
則

の
凶
器
に
係
旬
、
武
磁
間
制
寺
四
代
以
州
を
印
刷
じ
て

閉
山
と
し
た
。
常
時
越
中
磁
彼
部
五
位
庄
霊
秘
寺
山

に
在
っ
た
が
、
院
長
中
八
代
天
荒
の
時
現
地
に
移
っ

た
と
あ
る
。
し
か
し
‘
以
州
は
永
正
十
六
年
の
溢
化

で
あ
る
か
ら
、
長
株
三
年
に
一
寺
を
削
撤
し
た
と
は

思
へ
ぬ
。
日
つ
郎
淵
寺
の
宮
下
級
四
年
の
記
録
に
よ
れ

ば
、
以
州
が
賀
州
太
守
赤
松
氏
の
諸
に
剛
山
じ
て
、
金

四
押
に
霊
施
寺
を
起
し
た
と
あ
っ
て
、
こ
の
赤
松
氏
は

政
則
を
指
す
も
の
と
見
え
る
。
紋
に
怒
削
寺
が
、
官r

品開
四
年
以
前
金
揮
に
草
創
せ
ら
れ
た
の
は
雌
従
で
あ

る
が
、
そ
の
後
一
時
越
中
に
純
砂
し
て
ゐ
た
こ
と
が

な
い
と
は
吉田は
れ
ぬ
。
常
寺
の
塔
術
開
催
全
院
は
、
正

保
元
年
霊
前
寺
十
代
白
翁
の
建
立
で
あ
っ
た
が
、

ウ
ン
|

エ
イ

明
治
.六
年
に
厳
却
せ
ら
れ
た
。

i
カ
ナ
ザ
ハ

ハ四
、
初
見
〉
。

ウ
ン
リ
ヨ
ウ

運
夏

恭
邸
辿
良
。

喜
三

ー
マ
キ
ヨ
ウ
オ
ウ
ウ
Y

H
Y

ヨ

ウ

工

且
イ
ウ
ン
イ
ン

聾
誕
院

大
出
寺
滞
市
街
九
代

前
回
利
之
の
子
絞
次
郎
の
法
獄
。
詳
し
く
は
祭
出
院

純
桜
良
努
都
政
子
。

エ
イ
オ
ア
ヅ
ケ

一北
御

預

犯

相
伴
者
を
そ
の
中
山
入

者
し
く
は
仙
の
捌
係
者
に
探
知
拘
也
せ
し
め
る
を
い

ひ
、
亡
気
に
て
放
火
し
た
省
、
了
間
迩
で
訴
献
を
徒

出
し
た
者
の
如
〈
、
多
〈
そ
の
侭
訟
に
非
ず
し
て
訟

に
倒
れ
た
場
合
に
組
前
せ
ら
れ
た
。

エ
イ
ガ
ヲ
イ
ン

猿
岳
院

加
到
滞
宅
第
十
三
代

前
出
掛
円
壌
の
子
利
附
、
即
ち
出
取
侯
他
川
隆
行
の
義

子
と
な
っ
て
家
を
裂
い
だ
附
世
間
山
の
松
川
航
。

ヱ
イ
ガ
h
y
シ
ヨ

英
容
所

明
治
二
年
二
且
金
伸

一附
川
遊
桝
加
の
生
徒
巾
、
七
段
ル
宗
十
七
段
の
幼
年

生
を
湿
ひ
て
批
桝
似
に
人
月
十
世
し
め
、
之
を
英
烈
叫
聞

と
い
ひ
、
=
一
宅
復
一
(
東
一
一収
入
、
後
邸
内
吋博
士
三
宅

努
)
・
闘
博
孝
三
郎
(
後
水
琵
局
投
開
伸
明
訓
U

・
附
川

努
之
助
門
拘
置
附
川
一

六
)
を
し
て
引
先

m・駄
目
小を
、
織

他
堂
を
し
て
泌
円
山
:
到
字
を
教
授
せ
し
め
た
。
読
し

逝
桝
加
に
於
い
て
教
授
し
た
茶
話
は
、
断
る
叫
白
川
な

も
の
で
、
此
〈
の
如
き
は
ド
ウ
セ

・
イ
カ
Y
と
川
川
倒

す
る
も
の
さ
へ
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る。

敬
則
三
宅
復

一
は
枇
術
館
翻
諒
方
、
闘
惇

孝
三
郎
と
附

m秀
之

助
と
は

新
た
に
引
先
凶
か
ら
町
濁
し
た
も
の
で
あ
っ

た
。
是
に
於
い
だ
英
明
肋
は
大
に
降
服
と
な
h
、
生

八
七


